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※ 改正の前後で
町県民税と所得
税を合わせた納
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わりません。

��������	
�����
���	�������

各自治体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって本当に必要な行政サービスを効率的に行えるように、
所得税から町県民税へと税源移譲が行われます。それに伴い平成１９年度から町県民税が変わります。

１．税源移譲により税率が変わります

２．人的控除額の差に基づく負担増の減額措置が設けられます
町県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。そのため、町県民税の課
税所得は所得税よりも多くなってしまいますので、町県民税の税率を５％から１０％に引き上げた場合、所得税
の税率を下げても納税者の税負担が増えることになります。これを調整するため、町県民税所得割から次の額
が減額されます。
� 町県民税の課税所得金額が２００万円以下の人

人的控除額の差の合計額 �
� いずれか小さい額 × ５％町県民税の課税所得金額

� 町県民税の課税所得金額が２００万円超の人

�
� 人的控除の差の合計額 －

�
� 町県民税の課税所得金額 －２００万円

	


�
� × ５％

※ この額が２，５００円未満の場合は２，５００円

◆人的控除額の差額一覧 （単位：万円）

人的控除額の差
１０
１
５
１
１
１
５
１０
５
３
１０
１３
１８
５
１２
５

町県民税
３０
２６
３０
２６
２６
２６
３３
３８
３３
３３
３８
４５
４５
３３
２３
３３

所得税
４０
２７
３５
２７
２７
２７
３８
４８
３８
３６
４８
５８
６３
３８
３５
３８

所 得 控 除
特 別 障 害 者
普 通 障 害 者
特 別 寡 婦
一 般 寡 婦

一 般 配 偶 者
老 人 配 偶 者
３８万円超４０万円未満
４０万円以上４５万円未満
老 人 扶 養
同 居 老 親
特 定 扶 養
一 般 扶 養

障 害 者 控 除

寡 婦 控 除

寡 夫 控 除
勤 労 学 生 控 除

配 偶 者 控 除

配 偶 者 特 別 控 除
（配偶者の合計所得金額によって 異なります）

扶 養 控 除

同 居 特 別 障 害 者 加 算
基 礎 控 除
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